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１． 相談の窓口について 

（１）当施設における相談窓口 

 

   

 

 

 

 

 

 

２．特別養護老人ホーム みずほ苑の概要  

（１）提供できるサービスの種類 

施設名称 特別養護老人ホーム みずほ苑 

所在地 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢７３５番地１ 

介護保険指定番号 介護老人福祉施設     （埼玉県 １１７２４００１４３号） 

 

 

 

 

（２）同施設の職員体制（令和6年4月現在） 

 資格 常勤 非常勤 委託 計 

施設長（管理者）  １名   １名 

医師   １名  １名 

生活相談員  ２名   ２名 

介護支援専門員 介護支援専門員 １名   １名 

 

介護職員 

介護福祉士 ３５名 １名  ３６名 

実務者研修修了者 ２名 １名  ３名 

１～２級・初任者研修修了者 ０名 ３名  ３名 

看護職員  ２名 ４名  ６名 

管理栄養士／栄養

士 

 １名   １名 

歯科衛生士    ２名 ２名 

音楽療法士   １名  １名 

機能訓練指導員 理学療法士   １名 １名 

事務職員  ４名 ３名  ６名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 生 活 相 談 員 

受付時間 ９：００～１６：００  

電話 ０４９－２５８－９２１１（代） 
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３．サービスの内容 

食事 

・みずほ苑では、管理栄養士または、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利

用者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ご利用者の自立支援のため離床し食堂またはリビングにて食事をとっていただく

ことを原則としていますがご利用者の状態によっては居室への配膳も行っておりま

す。 

《食事開始時間》 

朝食…8：00～   昼食…12：00～  夕食…17：30～ 

※食品衛生管理上、上記時間から 2時間までお取り置き可能とさせていただきます 

入浴 
週に２回入浴していただけます。また、ご利用者の健康状態に応じ、足湯やシャワ

ー浴、清拭となる場合がございます。 

排泄 排泄の自立を促すため、ご利用者の能力を最大限活用した援助を行います。 

口腔 

ケア 

歯科衛生士の指導により毎食後に口腔ケアを行っております。また歯科医師との

連携にも積極的に努めております。特定の口腔ケア用品につきましては実費をいた

だいております。 

機能訓練 ご利用者の心身の状況に応じ、生活に即した機能維持訓練を行います。 

健康 

管理 

みずほ苑では年１回の健康診断を行います。 

また健康相談サービスを受けることができます。 

生活相談 常勤の生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含め相談できます。 

預り金 

出納管理 

日常生活に係る諸費用に関する預り金の受入・支払代行を行います。 

サービスご利用に際しては、別途「預り金出納管理契約書」の締結が必要となりま

す。 

レクリエ

ーション 

当苑では、日々の活動のほか、様々な行事が行われます。行事によっては、別途参

加費がかかるものもございます。 

その他の

サービス 

１． 理容サービス：当苑では、理容サービスを手配しております。 

料金は別途かかります。 

２．そ  の  他：介護保険の適用を受けられないサービス等については、その都度

ご相談下さい。 

 

４．ご利用料金 

 

別紙の料金表をご参照下さい。 

 

５．料金のお支払方法 

 毎月、15日までに前月分の請求をいたしますので、28日までに、原則ご契約者様の指定する預

金口座からの引き落としとさせていただきます。 

 

６．サービスの中断、または契約の終了による居室の明け渡し 

入院や外泊等で2泊3日以上、施設サービスを中断する場合は居室を明け渡していただきます。

明け渡し期限は中断日を含めて 7 日以内とさせていただきます。期限内に居室の明け渡しができ

ない場合や、明け渡しを希望されない場合は施設利用料金が所定の料金がかかります。 

（契約書第１９条参照） 

注；居室の明け渡しは契約の終了（退所）ではありません。 
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７．事故について 

当苑では皆様が生活しやすいようにバリアフリー（段差の少ない等）となっておりますが、ご

家庭とは環境が異なるため、転倒等の事故が発生する可能性がございます。十分ご注意下さい。 

また、食事中の誤嚥や食べ物を詰まらせる等の窒息などの事故発生の可能性もございます。 

つきっきりの介護を提供できる体制ではございませんのであらかじめご理解下さい。 

サービスの提供により事故が発生した場合は、ご契約者様、市町村等に連絡を行うと共に、必

要な措置を講じます。 

 

 

８．入苑中の医療について 

 医療を必要とする場合は、下記の配置医師及び協力医療機関において診療や入院治療を受ける

ことができます。（ただし、下記の医療機関での優先的な診療・入院治療を保障するものではあり

ません。また、下記協力医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。） 

 当施設指定以外の医療機関での受診を希望する場合は、契約者に当該利用者の受診を実施して

いただきます。なお、契約者において受診の実施が困難な場合はご相談ください。この場合は特

別な職員体制をとる必要があることから契約者に実費相当をお支払いいただく場合がございます。 

 また契約者に付き添いの協力をお願いすることもございます。 

 

○配置医師（基本的には主治医となる医師） 

医療機関の名称／医師名 竹下内科／青木 正幸（内科） 

所在地 埼玉県ふじみ野市新田１－１－２７ 

電話番号 ０４９－２６３－５９４１ 

担  当 西 館 東 館 

回診曜日 原則 第１・３木曜日 原則 第２・４木曜日 

 

 

○協力医療機関 

医療機関の名称 みずほ台病院 

所在地 埼玉県富士見市西みずほ台2-9-5 

電話番号 ０４９－２５２－５１２１ 

診療科 内科・外科・脳神経外科・歯科 

 

 

医療機関の名称 イムス三芳総合病院 

所在地 埼玉県入間郡三芳町藤久保974-3 

電話番号 ０４９－２５８－２３２３ 

診療科 
内科・外科・脳神経外科・整形外科・眼科・泌尿器科・皮膚科・

耳鼻咽喉科・小児科 
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医療機関の名称 イムス富士見総合病院 

所在地 埼玉県富士見市鶴馬1967-1 

電話番号 ０４９－２５１－３０６０ 

診療科 
内科・外科・整形外科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・心臓血

管外科・循環器科・透析 

 

 

医療機関の名称 三芳野病院 

所在地 埼玉県入間郡三芳町北永井890-6 

電話番号 ０４９－２５９－３３３３ 

診療科 
内科・外科・整形外科・婦人科・耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科・心

療内科・泌尿器科・ペインクリニック科・リハビリテーション科 

 

 

医療機関の名称 大渡歯科 

所在地 埼玉県富士見市西みずほ台1-20-4 ｻﾝﾗｲﾄﾏﾝｼｮﾝさつき201号 

電話番号 ０４９－２５４－１５２５ 

診療科 保険診療・矯正診療・小児診療 ※往診治療可。 

 

 

９．緊急時の対応方法について 

救急車を要請し救急病院に搬送を依頼すると共に、ご契約者に連絡いたします。（緊急時対応が

優先となるため、状況によってはご契約者への連絡が後になる事もございます） 

なお、緊急の連絡を受けたご契約者は搬送病院までお越しください。病院到着まで時間がかか

る場合や、当日中の到着が難しい場合は直接病院へ事情をお話ください。 

 また職員が付き添いをした場合は実費を請求させていただきます。 
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１０．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

 当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由が

ない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至

った場合には、当施設との契約は終了し、ご利用者に退所していただくことになります。 

（契約書第14条参照） 

① 要介護認定により、自立又は要支援・要介護１，２と判定された場合 

② 事業者が解散した場合、破産した場合またはやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合 

③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

④ 事業者が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合 

⑤ ご利用者またはご契約者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥ 事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

（１）ご利用者又はご契約者からの退所の申し出（中途解約・契約解除） 

（契約書第15条、第16条参照） 

 契約の有効期間であっても、ご契約者は当施設からの退所を申し出ることができます。その場

合には、退所を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出下さい。 

 ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

①介護保険対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②ご利用者が入院された場合 

③事業者もしくはサービス従事者が、正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実

施しない場合 

④事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、

又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

⑥他の利用者がご利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合

において、事業者が適切な対応をとらない場合 

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除）  （契約書第 17 条参照） 

 

以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

① ご利用者またはご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴などの重要な事項について、

故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を

生じさせた場合 

② ご契約者による、サービス利用料金の支払が正当な理由なく支払期限（翌月の２８日）を越え

て遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず１５日以内に支払われない場合   

③ ご利用者またはご契約者が、故意または重大な過失により事業者またはサービス従事者もしく

は他の利用者などの生命・身体・財物・信用などを傷つけ、または著しい不信行為を行うなど

によって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④ ご利用者が連続して３ヶ月を超えて病院または診療所に入院すると見込まれる場合もしくは

入院した場合 

⑤ ご利用者が経管栄養治療・胃ろう造設が必要となった場合で、当施設定員のうち経管・胃ろう

造設者の総数が一定数を超えた場合 

⑥ その他、継続的な医療対応が必要になった場合で、その内容や状況が生活の場としての施設の

対応を超えると判断される場合 

⑦ ご利用者が他の介護保険施設に入所した場合 
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＊ご利用者が病院などに入院された場合の対応について 

当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。 

 ①３ヶ月以内に退院される場合 

  ３ヶ月以内に退院された場合には、退院後再び施設に入所することができます。但し、再入

所の受入調整に期間を要することがありますので、予めご了承ください。 

 

 ②３ヶ月以内の退院が見込まれない場合 

  ３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。この場合には、

当施設に再び優先的に入所することはできません。 

 

（３）円滑な退所の為の援助                    （契約書第 18 条参照） 

  ご利用者が当施設を退所する場合には、ご利用者またはご契約者の希望により、事業者はご

利用者の心身の状況、置かれている環境などを勘案し、円滑な対処のために必要な以下の援助

をご利用者に対して速やかに行います。 

   ○適切な病院もしくは診療所または介護老人保健施設などの紹介 

   ○居宅介護支援事業者の紹介 

   ○その他保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者の紹介 

 

 

１１．サービス内容に関する相談・苦情窓口 

（１）当施設内における苦情の受付 

受付担当 介 護 主 任 

解決責任者 特 養 係 長 

受付時間 ９：００～１６：００ 

電話 ０４９－２５８－９２１１（代） 

 

 

（２）当法人第三者委員 

熊倉 三枝子 （連絡先）０８０－１１５５―６３６４ 

仲   志津江 （連絡先）０９０－７８０３－８７０６ 

齋藤 晋助 （連絡先）０４－２９４６－１１２１（秋草学園福祉教育専門学校） 

 

 

（３）公的機関 

三芳町役場健康増進課  

介護保険担当 

月～金曜（祝日を除く） ８：３０～１７：１５ 

（電話番号）０４９－２５８－００１９ 

埼玉県国民健康保険団体連合会  

苦情相談専用 

月～金曜（祝日を除く）  

８：３０～正午、１３：００～１７：００ 

（電話番号）０４８－８２４－２５６８ 

 

 

１２．第三者による評価の実施状況 

第三者評価の実施 １ あり   ２ なし 
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１３．施設利用の留意事項 

 当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安

全性を確保するため、以下の事項をお守り下さい。 

（１） 持ち込みの制限 

  入苑にあたり、以下のものは原則として持ち込むことができません。 

  （刃物、火気、暖房器具、ペット等、その他施設長が危険と判断したもの） 

 

（２） 面会 

  面会時間は原則として 原則として午前９時３０分～午後５時３０分の面会時間とさせて

いただきます。時間内での面会にご協力ください。防犯上この時間以外は玄関の鍵が閉まって

いますので、時間外においでの際はご連絡をお願い致します。 

※ 来訪者は、１階受付にて面会カードの記入をお願い致します。 

※ 当苑ではご利用者への面会をお断りできませんので予めご了承下さい。 

※ エレベーター使用の際、ご利用者がおひとりで乗り込まないようご協力お願い致します。 

 

（３） 外出・外泊 

  外出、外泊をされる場合には、内服薬等の準備がございますので事前にお申し出下さい。お

出かけになる際に事務室の外出簿にご記入をお願いいたします。 

 

（４） 施設、設備等使用上の注意 

〇 居室及び共用施設・設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。施設・設備

を汚したり、壊した場合には、ご契約者に原状に復していただくか又は相当の代価をお支

払いただく場合があります。 

〇 ご利用者に対するサービス提供及び施設運営管理上、居室内に立ち入り必要な措置を取

ることができるものとします。 

 

（５）その他 

〇 食べ物を持ち込む場合は、食品衛生上なるべく１回で食べきれる量とし生物には十分注

意して下さい。同室の方や職員へのお気遣いは不要です。 

〇 苑内は原則として禁煙となっております。タバコはサービスステーションでお預かりし

ますので、喫煙の際はケアワーカーにお申し出下さい。喫煙は決められた場所でお願いい

たします。 

〇 お持ちいただく衣類等につきましては、苑で指定した場所に名前を書いて下さい。また

季節ごとや傷んだ場合には衣類の補充や交換をお願いします。 

〇 洗濯は苑で行いますが、大型の洗濯機と乾燥機で対応できないものはご契約者で対応を

お願いします。 

〇 西館1階に自動販売機がございますので、ご利用いただけます。 

〇 施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を

行うことはできません。 

 

  


